
    
犯罪行為を目撃したり、被害に遭った場合、112に通
報すれば、警察が速やかに対応します。

       通報の際には、いつ、どこで、どのように被害に遭い、犯人の人相
、特徴、携帯品、人数、逃走方向および交通手段などを落ち着いて
話してください。

       112通報は、公衆電話の緊急通話（赤いボタン＋112）で無料通報で
き、犯罪以外の緊急状況でもご利用できます。

      電話通話が難しい場合、「112緊急通報アプリ」でも通報できます。
 ※  「112緊急通報アプリ」は Google Play Store や Apple の App Store で

ダウンロード可能  

       犯行現場は証拠確保のために、警察官が来るまでそのままにしてお
き、警察官が現場を調べられるように協力してください。

www.police.go.kr

www.police.go.kr

일본어
日本語

外国人向け
犯罪予防ガイド

犯罪通報方法

緊急通報用電話番号

韓国の警察が安全な社会の
 ためにサポートいたします。 

    韓国の警察は、法務部とともに犯罪被害者の支援や
滞在外国人の人権保護のために、「不法滞在者の通
報義務免除制度」を運営しています。

      「不法滞在者の通報義務免除制度」は、不法滞在者が警察に犯
罪被害の届出をする場合、その外国人の情報を地方出入局、外
国人官署に通報しない制度です。

       対象となる犯罪は下記のとおりです。

       犯罪被害に遭った場合、直ちに112に届出などをして、必要な支援を
受けてください。

•  (刑法) 殺人、傷害・暴行、過失致死傷、遺棄・虐待、逮捕・
監禁、脅迫、略取・誘拐、強姦・わいせつ行為、権利行使
妨害、窃盗・強盗、詐欺・恐喝

•  (特別法) 暴力行為等の処罰に関する法律、性暴力犯罪の処罰
等に関する特例法、交通事故処理特例法、性売買斡旋等行
為の処罰に関する法律、職業安定法（第46条）

 ※  外国人支援センターの場所は、最寄りの警察署にお問い合わ
せください。

 ※  犯罪予防や運転免許の教育場所は、最寄りの警察署にお問い合わ
せください。

    犯罪（被害）予防教育や運転免許の学科教育を支援
します。

      外国人の安全と社会への定着を支援するために
 ·   多文化家族支援センター、労働現場、NGO団体などを直接
訪問し、頻発する犯罪や注意点などを詳しく説明し、相談
に応じる「出張犯罪予防教育」を実施しています。

 ·   運転免許の学科試験のために、専門講師による「外国人向
けの運転免許教室」を無料で運営しています。（3ヶ国語で
教材提供）

   運転免許試験に関する問い合わせ 

•  道路交通公団運転免許試験場
    1577-1120    (https://www.safedriving.or.kr)

•  学科試験   3ヶ国語応募可能
※  英語、中国語、ベトナム語 

    韓国語ができない外国人のために、犯罪（被害）の陳述
や相談の際に通訳サービスを提供しています。

  通訳サービス支援  
•  観光通訳案内 1330 
 
- 韓国語、英語、日本語、中国語(24時間)
- ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレー語(08:00~19:00)

韓国語、英語、日本語、中国語などの8か国語対応

•  タヌリコールセンター 1577-1366 (24時間) 
 ベトナム語、モンゴル語、クメール語など13か国語対応

•  外国人総合案内センター 1345, 1661-2025 
 タイ語、インドネシア語、ウルドゥー語など20か国語対応
- 韓国語、英語、中国語(09:00~22:00)
- ベトナム語など17ヶ国語(09:00~18:00)

•  BBBコリア 1588-5644 (24時間) 
  トルコ語、ポーランド語、ヒンディー語、マレー語な
ど20か国語

    警察署を直接訪問しなくても犯罪（被害）申告と苦情
受付ができるよう、外国人向けの多文化家族支援セン

  ・ 定指に」ータンセ援支人国外「をどな体団OGN・ータ
運営しています。

   利用方法
1．犯罪被害（苦情）発生
2．外国人支援センターに相談
3．担当警察に届出・相談
4．警察署で処理または、担当機関に通報・処理

  犯罪通報、相談内容ごとの措置
•  暴行・家庭内暴力・校内暴力・詐欺（告訴・告発）などの刑事事
件関連の通報は警察署の担当部署で直接処理

•  賃金の未払い・労働災害・滞在資格などの件は労働部・女性家族
部・法務部などの関連機関に通報し、内容によって大使館や領事
館に相談

       外国人支援センターで犯罪被害や生活上
の不便なところを相談する場合、センタ
ーの担当者が近くの警察署の「外国人犯
罪被害・届出センター」に届出をした
り、担当警察官に伝え、届出の内容に基
づいて警察署の担当部署で直接処理した
り、関連機関に通報します。

03. 경찰청범죄예방가이드(4단리플렛)_일본어.indd   1-4 2018-12-26   오후 7:18:35

※ 
 

犯罪通報 (警察庁)   
    
校内暴力通報センター (警察庁)  
 
    火災/救急患者/緊急救助 (消防庁)  
 
    ハッキング・スパム・個人情報侵害申告 (KISA)
  
    ひまわりセンター (女性家族部)   
 
    迷子・家出人相談 (警察庁)   
 
    女性緊急相談電話

 
(女性家族部)

   
 
    タヌリコールセンター

 
(女性家族部)

   
 

112

117

119

118

1899-3075

182

1366

1577-1366

外国人総合案内センター
 
(法務部)

   
 
    政府請願案内コールセンター

 
(行政安全部)

  
  
    外国人観光案内

 
(韓国観光公社)

   
 
    人権侵害相談

 
(国家人権委員会)

   
 
    法律相談

 
(大韓法律救助公団)

   
 
    児童保護専門機関

 
(保健福祉部)

   
 
    
青少年サイバー相談電話

 
(女性家族部)

   
 

1345

110

1330

1331

132

129

1388

犯罪通報や緊急対応

その他の生活関連

外国人の112通報の場合、三者通訳サービス(警察官、通譯、通
報者)で 犯罪(被害)通報受付



起きやすい犯罪内容

生活の中の犯罪予防および対応要領

    窃盗(空き巣、スリ、ひったくりなど)
        外出や休暇などで、長期間家を空ける場合
      ̂    新聞や牛乳などが家の前に置かれたままにならないよう事前に措置
し、郵便受け差入口などは必ず閉めてください。

      ̂    貴重品は銀行に預け、家の中で保管する場合には場所を分けて保管し
てください。

        ターミナルや市場など人が多い場所ではスリのターゲットになりやす
いため、ご注意ください。

        ハンドバッグやクロスバッグは、車道側ではなく、建物側に持ち、ひ
もも短く調整してたすき掛けにしてください。

        

    会社の合法性確認やお問い合わせ

•  公正取引委員会
   www.ftc.go.kr、044-200-4010
•  直接販賣共濟組合
   www.macco.or.kr、02-566-1202
•  韓國特殊販賣共濟組合
   www.kossa.or.kr、02-2058-0831

       ネットによる個人間の取引はできるだけ避け、ECサイトを利用する
際には、会社情報などをしっかりご確認ください。

 ※  サイバー安全局（cyberbureau.police.go.kr）とサイバーコップ
バイルアプリ）：ネット詐欺の犯罪者情報確認や被害通報

       相手が電話で公共機関や金融機関の関係者を名乗り、個人情報や振り
込みを要求した場合、断ってください。

 ※  犯行グループの末端である出し子、代行屋、架け子も厳しく処罰さ
れます。

  振り込め詐欺の実例
•   子供が電話に出られないようにして、拉致したと嘘をつき
お金を金求
•     国民年金管理公団や国民健康保険公団の関係者を名乗り、税
金を返還すると言い、口座情報要求
•     

•     警
情報要求
察や検察などの捜査機関関係者を名乗り、個人情報や口座

•     

    

        身体への接触がなくても、①インターネット・携帯電話などで性
的羞恥心を起こす言葉や写真を発信する行為、②他人の身体を同
意なく撮影する行為、③同意なく流布する行為は犯罪です。

    自動車・オートバイの運転の際、無免許など次の場合は厳
しく処罰されます。

        無免許運転をした場合

飮酒運轉をした場合
血中アルコール濃度 罰則 行政処分

0.03%以上～0.08%未満

0.08%以上～0.2%未満

0.2%以上

2回以上飲酒運転

1年以下の懲役

1～2年の懲役

2～5年の懲役

2～5年の懲役

免許停止

免許取消

免許取消

免許取消

 

    

        
        

        

タバコの吸殻、ガム、ゴミなどをむやみに捨てないでください。
公共の場所でむやみに唾を吐いたり、禁煙場所で喫煙しない  
でください。

    性犯罪（強姦・強制わいせつ、盗撮行為、売春など)
        性犯罪の被害に遭った場合、シャワーなどを浴びず、被害に遭っ
たときのままの状態(着ていた衣類、下着)で112に届出をしてくだ
さい。

        犯人の特徴や顔など、当時の状況について覚えているすべてを記録
しておいてください。　

        身近な人が性犯罪の被害に遭った場合、話にしっかり耳を傾け、
1577-1366への相談を勧めてください。 

        売春強要などの被害に遭った場合、1577-1366に相談してください。

    

     

   

   ̂   

   ̂   

   ̂   高品質の商品のように見せかけたり、広告することで、高額
で販売した場合。

    麻薬を所持または投与する行為は厳しく処罰されます。
        麻薬の売買・授受・投薬などの行為をしたり、密輸行為 ·大麻喫
煙行為をする場合、厳しく処罰されます。

    暴行、傷害、脅迫、住居侵入、器物損壊、監禁、強要
、恐喝などの犯罪を目的に集団を構成したり、加入・
活動した場合、より厳しく処罰されます。

        他人の身分証明書を使ったり、他人を装う場合、偽計による公務執行
妨害罪で処罰される可能性があります。

   ※  

    17歳以上の外国人にはパスポートや外国人登録証の常
時携帯義務があり、違反した場合、罰金（100万ウォ
ン）が科されます。

    銀行を通さない個人間の海外送金は厳しく処罰し

道に放置されている自転車など持ち主がいないと
思われる物品であっても、無断で持ち去れば窃盗
または、占有離脱物横領罪に当たります。

 
ます。

    

  
  

    スミッシング(Smishing)
        携帯電話メッセージで、無料クーポンを提供すると送れたリンクをク
リックすると、悪性コードが端末にインストールされ、知らぬ間に
課金されたり、口座情報などが流出するおそれがあります。

       知人から送られたメッセージでもリンクが貼られている場合、クリッ 
クする前に電話で確認し、端末に不明なアプリがインストールされ
ないようセキュリティ強化機能を設定し、被害を防止しましょう。

 ※  セキュリティ強化機能の設定方法：設定→セキュリティ → 端末管
理 →「不明なソース」にチェック

    家庭内暴力・デートDV
       

 ※  写真・診断書など、暴力の証拠を確保し、女性団体、シェルター
など、家庭内暴力の専門相談機関に相談してください。
(女性緊急相談電話：1366/ダヌリコールセンター：1577-1366）  

       家庭内暴力やデートDVが予想される場合には、自分の身の安全（子
供も含む）が最も重要であるため、まずはその場を離れ、危険な状
況を避けなければなりません。

    子供の失踪・誘拐・虐待
       子供に見知らぬ人が知り合いのふりをしたり、強制的に連れ去ろうと
する場合、大きな声で助けを求めるように教えてください。

       子供に自分の名前、年齢、住所、電話番号、両親の名前などを覚えさ
せ、子供が出かける際には、誰とどこに行くか、何を着ているかを
覚えておきます。

       子供が出かける際には、連絡先が書かれたネックレス、ブレスレッ
ト、名札などを見えにくくしてください。

       

    子供の失踪・誘拐・虐待
       

       人通りが少ない道を独りで通らないようにしてください。また、金品
を奪われるなどの被害に遭った場合、警察署に通報するなど、積極
的に対応してください。

        被害に遭った場合、加害者の情報、被害状況の詳細を覚えておき、証
拠、目撃者の証言などを確保してください。
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▶ 処罰条項 ①性犯罪の処罰などに関する特例法第13条(2年以下の
懲役または500万ウォン以下の罰金)
②、③性犯罪の処罰などに関する特例法第14条(5年以下の懲役ま
たは3千万ウォン以下の罰金)

▶ 処罰条項 麻薬類の管理に関する法律第60条(10年以下の懲役ま
たは 1億ウォン以下の罰金)

    ギャンブル行為、ギャンブル場の開設
        
ー、花札などのギャンブルは禁じられています。

        ギャンブルの場所を提供しても、ギャンブル行為と見なし、厳しく処
罰されます。

▶ 処罰条項   ①自動車⇒1年以下の懲役300万ウォン以下の
罰金 ②オートバイ⇒30万ウォン以下の罰金

   ▶ 処罰条項 自動車管理法第81条7の2号(1年以下の懲役ま
たは1千万ウォン以下の罰金)

合法的に名義変更していない車を運転した場合

（ モ

盗撮行為、わいせつ物をSNSで送るなどの行為は厳
しく処罰されます。

刃物、鉄パイプ、鋸など人に重大な危害を与える可能性
がある凶器を正当な理由なく、持ち歩かないでください。
▶ 処罰条項    輕犯罪處罰法第3条第2号(10万ウォン以下の罰金
、拘留または過料)、銃砲、刀劍、火薬類等取締法第12条(5年
以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金)

警察庁と法務部(出入国管理政策本部)は、2014年から外国人の
個人情報を共有しています。

基本的な疾徐違反についても、過料または罰金
などが科されますので、ご主意ください。

詐欺(マルチ商法、振込め詐欺、ネット詐欺など)

バイクに乗る際には、運転手だけでなく同乘者もヘルメッ
トを着用しなければならず、道路を渡る際には、歩行者は
歩道橋や横断歩道をご利用ください。

正規の流通経路を経ずに、消費者が直接商品を販売し、か
つ以下に該当する場合には、会員加入や販売員となること
を拒否してください。
短期間で高収益が得られると会員や投資者を集め、かいさ
さりや強制購入、ローンなどを勧められた場合。
アルバイト、在宅副業、就職を約束して営業担当者として
登録するものの、强制的に商品を買わされる場合。

銀行、カード会社、携帯電話会社の関係者を名乗り、カ
ード利用料金やサービス利用料金の仕払いを要求

友だちのメッセンジャーやメールを何者かが悪用して、
他人の口座への振り込みを要求

家庭内暴力ㆍデートDVが発生した場合、躊躇せずに警察を含め、親
戚ㆍ知人ㆍ友だちなどに状況を知らせて、助けを求めてください。

子供を身体的、性的、心理的に苦しめたり、世話をせずに放置する
児童虐待、厳しく処罰されます。

高額を引き出しす場合は、警備員や警察官などの支援を受けて
ください。

校内暴力とは、学校内外で生徒に対して発生する身体・精神面の被
害や財産上の損害を伴う暴力・脅迫・いじめ行為を意味します。




